
様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

 

１ 附属機関の会議の名称 

水戸市桜川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

  令和６年３月７日（木）午後１時 30 分から午後２時まで 

 

３ 開催場所   

水戸市桜川市民センター  

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

小沼 惣一，栗原 和彦，田中 洋子，工藤 亮子 

 

(2) 執行機関 

一木 淳，川松 千恵子 

 欠席者   飛田 真吾，大内 義則 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和５年度桜川市民センター利用状況について（公開） 

(2) 令和５年度事業報告について（公開） 

(3) 令和６年度定期講座（案）について（公開） 

(4) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由   

なし 

 

７ 傍聴人の数 

  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

  令和５年度第２回桜川市民センター運営審議会 



 

９ 発言の内容 

 

執行機関  定刻となりましたので，ただいまから令和５年度第１回桜川市

民センター運営審議会を開会いたします。それでは，市民センター

の運営等に関する事項につきまして，市長及び教育委員会の諮問に

応じ，御審議を賜りますのでよろしくお願いいたします。 

 

       それでは議事に入りたいと思います。会議の議長でございます

が，市民センター条例第 12 条第１項の規定により，＿＿委員長に

お願いいたします。 

  議長   それでは，市民センター条例の規定により議長を務めさせてい

ただきます。議題に入る前に本日の出席状況を執行機関より報告

を願います。 

執行機関   本日の出席状況について御報告いたします。委員，現在６名の

ところ，出席者４名でございます。よって，出席者が２分の１以

上を達しておりますことから市民センター条例第12条の２の要件

を満たしており，本日の会議が成立していると報告いたします。 

  議長   ただいまの報告により，本日の運営審議会は成立しております

ので，これより会議次第に従って議事を進めてまいります。 

       なお，本日の議事録署名人につきましては，  委員と  委

員で行いたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（全員了承） 

 

  議長   了承いただけましたので，議事録署名人には，  委員と  委

員が務めることといたします。 

   それでは議事に入ります。本日御審議いただく案件はその他を含

めまして４件でございます。 

議題（１）令和５年度桜川市民センター利用状況（２）令和５年

度事業報告について説明を願います。 

執行機関  （議題１ 令和５年度桜川市民センター利用状況及び事業報告に

ついて説明） 

           概要説明 

  議長  ただいま，事務局から「令和５年度桜川市民センター利用状況及

び事業報告」について合わせて説明がありましたが，これについ



て何か御質問等がありましたらお願いいたします。 

 

  議長   特に無いようでしたら，議題１，２につきましては，以上で終

わりにしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは次に，（３）の「令和６年度定期

講座（案）について」でありますが，事務局より説明をお願いいた

します。 

 

            概要説明 

 

  議長  ただいま，事務局から「令和５年度定期講座について」それぞれ

説明がありましたが，これについて何か御質問，あるいは御意見等

がございましたらお願いいたします。 

執行機関  例年，桜川市民センターでは，定期講座は４月に募集をかけて５

月から開講という流れになっています。会計報告を３月末までもら

っているのですが，その会計報告に４月分の講師への謝金などが入

っていて，３月までなのにおかしいと指摘を受けることがあります。 

  議長  毎年４月は休講の状態ですが，クラブによっては，４月に自主練

習という形で実施しているところもあります。 

執行機関  ３月に募集をかけて４月から開講すれば，３月末までの一年間の

定期講座実施となるので，来年度から３月募集という形でやってい

きたい。 

  議長  その他，ございませんか。特に無いようでしたら，議題３の「令

和５年度定期講座について」は，以上でよろしいでしょうか。 

      そのほかで何かありますでしょうか。 

執行機関  予約システム導入の説明 

  議長  卓球では，個人で複数のクラブに入っていくつかの市民センター

で活動している人はいるが，団体で複数の市民センターを予約する

ことがあるのだろうか。 

執行機関  今は，市民センターごとに団体登録ができますので，複数の市民

センターに登録している団体は，存在します。月初めの抽選会を行

っているときに連絡し合っている方もいます。 

      学校施設夜間開放で，団体の利用に関してトラブルとかあります

か。 

  委員  特段，利用に関してはありません。スポーツの団体が多いのです

が，大きなトラブルはありません。 



 

  議長  それでは，御意見もほぼ出尽くしたようでありますし，本日予定

していた議題もすべて終了いたしましたので，以上をもって議長の

役を解かせていただきたいと思います。 

      皆様方には，慎重なる御審議・御意見等をいただきまして，誠に

ありがとうございます。 

 

執行機関  会長，ありがとうございました。委員の皆様には，長時間にわた

り貴重な御意見をいただきまして，誠にありがとうございました。 

      なお，次回，の審議会は，今年の５月頃を予定しておりますので，

よろしくお願いいたします。 

      それでは，以上を持ちまして「令和５年度第２回桜川市民センタ

ー運営審議会」を終了させていただきます。本日はありがとうござ

いました。 

 

 

 


